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２つの場面

自らが個人情報（プライバシー）を取扱う場合
＜自ら収集する場合／第三者が収集する場合＞
基本的なポリシーの必要性

リテラシーとモラル

利用者との約束

個人情報開示の手段として利用される場合
表現の自由とプライバシー保護



自らが個人情報を取扱う場合
－基本的なポリシーの必要性

個人情報は誰のもの？

不要な情報は持たない（収集しない）
情報を持てばリスクも抱える=企業

情報アクセスは厳格なneed to know basisで
情報を持てばリスクも抱える=従業員

基本が大切



自らが個人情報を取扱う場合
－リテラシーとモラル

何が起きるのかを理解する/理解して頂く
取扱っている対象（個人情報、プライバシー）

法律、システム

「悪意」をどうするのか？

事前の抑制

「悪意」の発見

制度、仕組による担保



自らが個人情報を取扱う場合
－利用者との約束

プライバシー・ポリシー

利用の目的

取扱い基準

開示の基準
※課題：緊急避難

「利用者との約束」



自らが個人情報を取扱う場合

基本的なポリシーの普遍化

個人情報保護法の枠で充分か？

ガイドライン・自主基準

基本的なポリシーの普遍化に向けて

有害情報、個人情報漏洩防止のために個人
情報を収集・開示することの是非・・・後述



利用者が個人情報を開示しようとする場合
－表現の自由とプライバシー保護

電子掲示板、チャット、HP、オークション、出会
系サイトなどの自由な書き込みができる空間
考慮すべき点
不特定多数が閲覧する空間で発生するリスク

侮辱、名誉毀損の該当性=批判としての表現の限界
プライバシー/人権の保護
プライバシー開示の正当性=公益性、真実性

Ex. 1) 少年犯罪の加害者情報、被害者情報
2) 特定の従業員等を示してのｻｰﾋﾞｽ等の批判
3) 侮辱、名誉毀損等に該当しないﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ侵害
4) 個人情報売買



利用者が個人情報を開示しようとする場合
－表現の自由とプライバシー保護

プライバシー侵害者の個人情報

開示手続をどうすべきか
プロバイダ責任制限法

利用規約

自主開示

有害情報、個人情報漏洩防止のために個人情
報を収集・開示することの是非



利用者が個人情報を開示しようとする場合
－表現の自由とプライバシー保護

プライバシー情報は一旦流出（開示）され
ると回復が困難

考慮すべき点

社会の「プライバシー」概念や開示の基準はどの
ように形成されているのか。

被害防止のために取れる措置は何か

事実開示の重要性



バランスとコンセンサスを得ることを目指して
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